着ぐるみきらりん貸出要領
１　目的

　　この要領は、各種福祉イベント等にて新潟市社会福祉協議会キャラクター「きらりん」の着ぐるみ（以下「着ぐるみきらりん」という。）を活用することにより、新潟市社会福祉協議会のＰＲおよび地域福祉の推進に寄与することを目的とし、着ぐるみきらりんの貸し出しについて必要な事項を定める。

２　貸出組織

　　社会福祉法人　新潟市社会福祉協議会

　　（〒９５０－０９０９　新潟市中央区八千代１－３－１　新潟市総合福祉会館内）

３　貸出物品

　　着ぐるみきらりん（星のステッキ付き）

４　貸出対象者

　　新潟市内の福祉関係団体のほか、貸出組織が適当と認める者とする。個人への貸出は行わない。

５　貸出方法

(1)着ぐるみきらりんの借り受けを希望する者（以下「借受者」という。）は、貸出組織に電話等で借受予約をし、着ぐるみきらりん借受申請書（別紙１）を借受日の７日以上前に提出するものとする。

(2)貸出組織は、前項による申請が適当と認められるときは、借受者に対して着ぐるみきらりんを貸し出すものとする。

　　　　なお、同一時期に複数の申請があった場合は先着順とする。

(3)借受者は、着ぐるみきらりんを貸出組織から直接受け取り、直接返却することを原則とする。

　　　やむを得ず業者等に運搬を依頼する場合、かかる費用は借受者の負担とする。

(4)貸し出しに伴う着ぐるみきらりんの搬出、搬入作業は、原則として借受者が行うものとする。

６　貸出期間

　　原則として７日間以内とし、使用後は速やかに返却する。

７　貸出料金

　　無料とする。ただし、別紙２に定める必要物品を借受者の負担で用意すること。
８　損害賠償

　　借受者が着ぐるみきらりんを破損・汚損した場合、借受者はその修繕等にかかる費用を負担しなけ

　ればならない。

９　その他

(1)借受者は、着ぐるみきらりんを使用して営利目的の活動を行ってはならない。ただし、福祉施設等が授産製品を販売する場合や、企業が社会貢献を目的として行う活動はこの限りでない。

(2)借受者は、着ぐるみきらりんを使用して、特定の個人、政党、宗教団体を支援又は公認している誤解を招くおそれのある活動をしてはならない。

(3)借受者は、着ぐるみきらりんを第三者に転貸してはならない。

(4)借受者は、着ぐるみきらりんの使用等について、別紙２から別紙５までの方法により取り扱わなければならない。

(5)その他この要領に定めのない事項は、借受者と貸出組織が協議して決定する。

　　　附　則

この要領は、平成２１年　５月２７日から施行する。
